
・出生届出同時を除き、任意代理人は申請書を提出できません。
・未成年者等の法定代理人が申請する場合も、申請者本人の同行が必要となります。
・特急発行を利用する場合、マイナ免許証の継続利用はできません。

ご注意



マイナンバーカード（個人番号カード）、運転免許証、
運転経歴証明書（交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る）、
パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳（愛の手帳）、
在留カード（写真付）※、特別永住者証明書（写真付）※、一時庇護許可書、仮滞在許可書
※16歳未満の在留カードおよび特別永住者証明書は、顔写真がついていない書類のためＢ書
類扱いです。

Ａ書類
（写真付に限る）

顔写真のないマイナンバーカード・在留カード・特別永住者証明書、
資格確認書、母子手帳（出生届出済証明書）、介護保険被保険者証、
地方公共団体交付の敬老手帳、医療受給者証、マル乳医療証、マル子医療証、
各種年金証書（年金手帳、基礎年金番号通知書、年金振込通知書、年金額改定通知書など）、
児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、
生活保護受給証明書（1ヶ月以内に発行のもの）、
本人名義の預金通帳（住所の記載があり、新通帳に切り替えされていないもの）また、銀行
アプリで本人情報が確認できれば可、
社員証（社員証アプリも可）、学生証（学生証アプリも可）、学校名が記載された各種書類、
海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、
運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特殊電気工事従事者認定証、
耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、
船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、
官公署がその職員に対して発行した身分証明書
★以下別紙様式は、B書類として認めます。
区ホームページでダウンロード可（ページ下部）または区役所及び出張所でお渡しできます。
【別紙様式第1-1】⾧期入院者や介護施設等の入所者について病院⾧又は施設⾧が交付申請
者の顔写真を証明した書類
【別紙様式第1-2】在宅で保健医療サービス又は福祉サービスの提供を受けている者につい
て、当該交付申請者に係る居宅介護支援を行う介護支援専門員及び当該介護支援専門員が所
属する指定居宅介護支援事業者の⾧が交付申請者の顔写真を証明した書類
【別紙様式1-3】交付申請者が社会的参加を回避し、⾧期にわたって概ね家庭にとどまり続
けている状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる者である場合
は、当該交付申請者について相談している公的な支援機関の職員及び当該支援機関の⾧が交
付申請者の顔写真を証明した書類
【別紙様式第2】交付申請者が未成年者（18歳未満）又は成年被後見人である場合は、法定
代理人が交付申請者の顔写真を証明した書類

Ｂ書類
(氏名と住所
または、
氏名と生年月日の
記載があるもの）

★紛失・盗難 焼失

カードの追記欄が満欄

特急申請するカードの受取方法は、次のいずれかになります。

【お問合せ】

https://www.city.koto.lg.jp/060301/tokkyuu.html


